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九州大学先導的人材育成フェローシップ事業（情報・AI分野） 

令和６年度フェロー募集要項（追加募集） 

＜令和６年４月博士後期課程２年次 進学者 対象＞ 

 

１.先導的人材育成フェローシップ事業（情報・AI分野）の趣旨 

情報・AI 分野の研究を行う博士後期課程学生を対象にフェローとして選考し、経済的支援を行う

とともに、研究力向上及びキャリア支援を目的として、次の４つの取組を軸に様々な分野で活躍で

きる博士人材の育成を行います。 

 

・様々な学術分野からの参加者からなる「分野横断型勉強会」 

・招聘した著名研究者・事業者等による「キャリアパス拡大講演会」 

・企業やアカデミアでの経験豊富なキャリア支援専任メンターによる、フェローへのアドバイス 

・国内企業・研究所及び海外のインターンシップに係る体系的支援 

 

本事業では、九州大学が培ってきた分野横断型教育並びに企業連携教育のノウハウを活用しつつ、

他分野および様々な業種における技術利用動向に触れる機会を設け、大学の研究者と企業が一体と

なり、経済的支援とキャリア支援が一体的・恒常的となった新たな若手研究者支援モデルの創設を

目指しています。 

 

２.申請資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

① 令和６年４月１日に大学院システム情報科学府情報理工学専攻、電気電子工学専攻の、博士後期

課程２年次に進学する者。 

② 前記①の各専攻において研究に専念することを希望する者 

※研究活動に支障がない範囲での TAやアルバイトの実施は可 

③ 「４．フェローとしての義務」を遵守することが確約できる者 

④ 他のフェローシップ事業に申請していない者（見込みを含む） 

 

３．申請することができない者   

令和６年４月１日時点で、以下の状況にあるもの。 

①  独立行政法人日本学術振興会の特別研究員として採用されている者 

②  国費外国人留学生制度による支援を受けている者 

③  留学生のうち、母国からの奨学金等の支援を受けている者 

④  現職の社会人学生で、十分な生活費相当額を当該学生が受給可能な制度が所属企業等にある者 

⑤  他の団体等より奨学金等を受けており、当該団体等以外からの資金援助を受けることが認めら 

れていない者 

 

４.フェローとしての義務 

① あらかじめ定めた研究計画に基づき、学業及び研究に専念しなければならない。 

② 研究の進捗状況に関して、実施委員会が指定する期間に報告しなければならない。 

③ 研究費の使用状況について、実施委員会が求めた場合には必要な報告をしなければならない。 

④ 適正な研究活動を推進するための規則等を遵守しなければならない。 

⑤ 「キャリアパス拡大講演会」および「分野横断型勉強会」へ参画しなければならない。 
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⑥ メンター教員との定期的な面談（キャリアパス相談）を行わなければならない。 

⑦ 実施委員会が認める 1 か月以上の長期インターンシップを支援期間中に経験しなければなら

ない。 

※本フェローシップ事業の制度が見直され令和６年度より新たな事業に移行する可能性がありま

す。これにより、必須科目の履修など、事業の内容を一部変更せざるを得ない可能性もありますの

でご承知おきください。 

 

５.氏名の公表 

令和６年度に本学のホームページでその氏名を公表する。 

 

６.研究奨励金の支給額 

① 研究専念支援金:年間２４０万円【月額２０万円】 

② 研究費（研究活動に資する使途に使用）：年額１０万円～５０万円 

※国の政策動向や事業の制度変更に伴い、見直される可能性があります。 

 

７.支給期間 

最長２年間   

    

８.採用人数 

１人 

 

９．応募手続き、選考等 

① 申請書類 

   ・情報・AI分野フェロー申請書（様式１） 

   ・研究計画書（様式２） 

   ・推薦書（様式３） 

（注意事項等）申請書類に不備がある場合は受理できない。 

申請書類提出後は、原則として記載事項の変更は認めない。 

 

② 募集期間  令和５年１１月７日（火）～令和６年１月１９日（金）１７時必着 

 

③ 応募方法  

   ・①の申請書類３種を ZIPにて圧縮、氏名を ZIPファイル名にする。 

 

   ・次の URLにアップロード 

https://archive.iii.kyushu-

u.ac.jp/public/5bovQD6IgP6bcHNLuKEbYaipBNbN82ef6gC7CmmqCpSa 

・申請書類提出を、fellowship_infai(a)jimu.isee.kyushu-u.ac.jpあて E-Mailにて連絡 

                       (※「(a)」は「＠」と読み替えください。） 

  

④ 選考方法 

申請書類に基づく個別面接審査（日時等詳細については、応募者へ別途連絡） 

 

⑤ 選考結果発表 令和６年２月中旬の予定 
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選考結果については、応募請者へ個別に通知する。 

 

⑥ 個人情報の取扱い 

応募時に提出された氏名、住所、その他個人情報については、本選考及び本事業の遂行のため

に利用し、それ以外の目的では利用しません。 

 

１０.研究奨励金について 

研究奨励金（研究専念支援金及び研究費）の支給方法等、必要な事項については、選考結果発表

後に通知する。 

 

１１．研究奨励金の支給停止・取消・返還 

① 次のいずれかに該当する場合は研究奨励金の支給の停止またはフェローの資格を取消す。 

・申請することができない者に該当することとなった場合 

・休学（フェローとしての義務が遂行できる場合は除く）若しくは退学し又は除籍となった場合 

・懲戒処分を受けた場合 

・毎年度実施する支給継続審査において、フェローの義務を履行していないとされた場合 

・学業及び研究に専念しない又は性行が不良であるとして、フェローとして不適格であるとさ 

れた場合 

・死亡した場合 

 

② 停止又は取り消された研究奨励金が既に振り込まれていた場合には、当該フェローは速やか 

に研究奨励金を返還しなければならない。 

 

１２．研究奨励金の支給再開 

研究奨励金の支給を停止した者について、停止事由が消滅し、受給を再開することが適切であ 

ると認められる場合には、支給を再開することがある。 

 

１３．研究専念支援金に関する税金の取扱い 

① 研究専念支援金は雑所得として課税対象の扱いとなるため、フェロー自らが確定申告を行う必 

要があること。1年間（1月1日～１２月３１日）に受けた奨励金の金額から、授業料などの研究に要し

た費用を必要経費として控除した残額が課税対象額となる。確定申告を行うために収支状況の記

録の作成や領収書等の証拠書類の保存が必要となる。 

② 課税対象額に応じて、居住する市区町村に「住民税」を納税する必要があること（外国人留学 

生の場合は、日本国と留学生の母国との租税条約等により、税金の取扱いが異なる場合がある。） 

 

 

１４．国民健康保険等の取扱い 

① 国民健康保険等の被扶養者要件喪失等 

フェローが被保険者として家族の健康保険、船員保険、共済組合に加入している場合で、研究 

専念支援金の受給により、年額１３０万円以上の恒常的収入をえることになったときは、家族の 

健康保険等の被扶養者から外れ、フェロー本人が国民健康保険に加入する必要が生じる。 

※国民健康保険料については自治体によって金額が異なるため、居住する市（区）役所又は町村 

役場の国民健康保険担当窓口に確認すること。 

※扶養義務者（親等）の職場等における扶養手当等の取扱いについて確認するよう扶養義務者に 
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伝えること。 

 

② 国民年金保険料の納入 

・日本国内に住む全ての者は、２０歳から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づ 

けられている。学生は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」 

により、学生本人の前年の所得が一定以下の場合は支払いが猶予される。 

・研究専念支援金の受給により、「学生納付特例制度」による猶予を受けられなくなったときは、 

国民年金保険料の納入義務が発生する。 

＊本人の前年の所得が一定以下 

めやす：１１８万円 ＋ 扶養親族等の数×３８万円 ＋ 社会保険料控除等 

※具体的な国民年金保険の手続きについては、居住する市（区）役所又は町村役場の国民年 

金担当窓口に確認すること。__ 

 

  参考：日本年金機構 Webページ 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html 

 

１５.問合せ先 

 システム情報科学研究院 フェローシップ事務室 

 E-Mail:  fellowship_infai(a)jimu.isee.kyushu-u.ac.jp 

                (※「(a)」は「＠」と読み替えください。） 

 

 


